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過年度の法人税等の発生に関するお知らせ 

 

当社において、過年度の法人税等が発生いたしますので、その概要について下記のとおり、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１．発生の経緯 

東京国税局による平成17年３月期および平成18年３月期の２年間を対象とした定期の税務

調査を受け、その結果に基づく更正通知を平成 19年７月２日に受領いたしました。 

 

２．指摘の概要 

本通知による主な指摘は、税務上の貸倒引当金繰入限度額（無税枠）の取り扱いに関する指

摘であり、本通知により、更正された所得金額は 14,911 百万円で、法人税と過少申告加算

税を合計した 4,923 百万円の追徴課税（重加算税なし）が発生するものであります。 

 

３．原因 

当社は、税務上の貸倒引当金繰入限度額の取り扱いにおきましては、従来から同様の取り扱

いを実施しており、これまでに国税局より指摘を受けたことはありませんでした。 

今回の更正通知は、税務上の貸倒引当金繰入限度額の取り扱いに関して、新たな見解を示さ

れたものであります。 

 

４．対応 

このたびの更正処分に対して不服申立てを前提に、検討をおこなっておりますが、会計ルー

ルに従い、当第１四半期（平成19年６月）決算において、本通知による追徴課税4,923百万

円および過年度住民税ならびに事業税等を含め、過年度法人税等として7,320百万円を計上

いたしました。 

 

５．業績に与える影響 

業績への影響につきましては、現在精査中でありますが、公表しております業績予想の達成

に向けて、引き続き取り組んでまいります。 
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